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１ 指針策定の趣旨 

地域における保健師の保健活動は、地域保健法（昭和２２年）の規定に基づき策定された、

「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（平成６年）また、「地域における保健師の保

健活動について」（平成１５年）等により、留意すべき事項や取り組むべき方向性が示されて

きたところであるが、介護保険法の改正による地域包括支援センターの設置等地域包括ケア

システムの推進、特定健康診査・特定保健指導制度の導入、がん対策、自殺対策、肝炎対策、

虐待防止対策等に関する法整備が進んだこと、また東日本大震災時の保健活動の課題等、保

健師の活動を巡る状況は大きく変化してきた。こうした背景を踏まえ、平成２５年４月、国

は「地域における保健師の保健活動に関する指針」を改訂した。 

この間、本市においては、市町村合併など自治体レベルの大きな動きはなかったものの、

保健師数・配属部署については、前述の保健・福祉にかかる様々な制度改正や社会情勢の変

化、社会的ニーズの高まりにより変遷してきた。 

本市は、長らく地域の公民館等を拠点に愛育班など住民組織との協働により、地域に根差

した活動を展開してきたが、平成１０年５月の所沢市保健センター開設とともに転換期を迎

え、保健事業の保健センターへの集約と業務分担制の傾向が強まった。また、多くの事業の

実施主体が県から市町村に移行され業務が増加したことで増員が進み、並行して福祉部門等

他部署への配置も拡がり、センター開設当初は保健師数２２名・５部署配属であったが、平

成３０年４月には、４９名・１１部署へと拡大した。 

保健師の活動は、保健・福祉・医療・職域へと拡がりを見せ、保健師の単独少数配置も進む

中、部署横断的な保健活動の連携強化や体系的な人材育成の必要性が高まってきた。また、

各部門を取りまとめる統括的立場の保健師の必要性も重要視されるようになってきた。 

今後も、社会情勢の変化や市の発展とともに、保健師に求められる活動は変化する可能性

を有している。 

これらの状況から、所沢市総合計画・各種部門別計画等を踏まえた保健活動の充実のため

にも、国の示す「地域における保健師の保健活動に関する指針」を踏まえ、「所沢市保健師の

保健活動に関する指針（以下「所沢市保健師活動指針」とする）」を策定するものである。 

 

２ 改定の趣旨 

所沢市保健師活動指針策定以降、部署横断的な保健師活動の推進、災害時保健活動の体制

整備、人材育成に関すること等の協議を進めてきた。しかし、策定から５年が経過し、社会

情勢の変化に伴い、期待される役割や課題、配属部署など様々な変化が生じている。 

令和５年４月、健康危機管理体制の確保や備えが求められる等、地域保健を取り巻く環境

の変化に合わせて「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」が改正され、「地域における

保健師の保健活動に関する指針」も改訂予定となっている。 

所沢市保健師活動指針は、「地域における保健師の保健活動に関する指針」の改訂内容をふ

まえて見直しを進める予定であるが、「４ 所沢市保健師の現状及び分野別の課題と対応」の

（１）保健師の配属、年齢構成、経験年数（２）活動分野に応じた保健活動について現状に即

し更新するものである。 
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３ 所沢市保健師活動指針の活用と評価 

（１）所沢市保健師活動指針の活用 

『市民一人ひとりが健康を実感しながら、地域で安心していきいきとした生活を送ること

ができることを目標とし、市政運営の柱の一つである「健幸長寿のまち」を実現すること』   

この目標に近づくため、この指針を保健師が自らの活動の進むべき道標とし、地域におけ

る健康づくりの最前線の担い手として、市職員として、保健の専門職として、自ら資質向上

に努める。更に、共に働く他職種との相互理解と連携により、その専門性を十分に発揮し、

市民一人ひとりの健康づくりやその環境づくりを支援するとともに、市民自らが健康づくり

に取り組めるよう力を引き出す保健活動を推進するものである。 

 

（２）所沢市保健師活動指針と保健師活動の評価 

所沢市保健師活動指針に基づく保健業務を行い、指針に示す保健活動を実現しているか評

価していく。 

 

（３）所沢市保健師活動指針の見直しについて 

概ね５年を目途とし、また国からの通知や社会情勢の変化により必要に応じて見直しを行

うものとする。 

 



４　所沢市保健師の現状及び分野別の課題と対応
（１）保健師の配属、年齢構成、経験年数（令和５年４月１日現在）

部 保健師数
所属単位
保健師数

総務部 1 1
2
2
4
1
1
1
4
34

市民医療センター
事務部

2 2

52

年代 人数(人)
20〜24 0
25〜29 3

30〜34 11

35〜39 9

40〜44 15

45〜49 5

50〜54 3

55〜 6

計 52

経験年数 人数(人)
 1～ 4年 14

 5～ 9年 12

10～14年 8

15～19年 5

20～24年 6

25～29年 4

30～34年 2

35年～ 1

計 52

3

所属

職員課

福祉部 4
高齢者支援課
介護保険課

こども未来部 6
こども支援課
こども福祉課
保育幼稚園課

総保健師数

健康推進部 39

総務課

保健医療課
国民健康保険課
健康づくり支援課

健康づくり支援
課の配属数が多
く、全体の65％
を占めている。

40歳代前半が突
出している。

5年未満の新任
期が多く全体
の1/4以上を占
めている。
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令和６年３月改訂
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（２）活動分野に応じた保健活動 

保健師は、先述のとおり５部１０課に配属されているが、各課の保健活動は、対象、業務内

容、課題、活動方法などを異にしている。各部署における現状と課題、その解決に向けた方向

性を部ごとにまとめた。特に単一の課の保健活動に関するものは、（ ）内に課名を記載して

いる。 

 

保健師としての視点 

 

配属部署により業務内容は異なっても、保健活動を展開するにあたり、次にあげる基本的

視点を持つこととする。 

● 個別支援から地域（対象となる集団）を見る 

個別の支援等を通じて把握した情報から、地域（対象となる集団）の共通課題を見出し、

必要な施策や取り組み等を総合的に捉える。 

● 協力及び連携 

   他機関や他職種及びその集団に属する人と課題を共有し、連携して解決につなげる。 

俯瞰的な視野を持つことで、他を巻き込みながら活動を展開していく。 

● 予防的視点を持ち、将来を見据えた関わりを展開する 

５年後、１０年後の将来を見越して、個人及び対象となる集団が予測しうる危機的状況 

   に陥らないように支援する。 

 ● 保健医療福祉の視点を持つ行政職員であること 

個別支援において保健医療福祉の視点を対象のアセスメント※１に活かすとともに、施 

   策化においても、人口動態・保健医療統計などの客観的データとともに保健医療福祉の 

視点で捉えた対象の健康課題を活かす。 

また、日頃の取り組みを市の各種計画推進につなげるとともに、計画の評価や策定に反

映させていく。 

 

  
※１ アセスメント 

支援対象に関わる際、対象の生活実態や身体的な問題、家族関係、地域との関係などを把握したうえで、現在

そして今後、予測される生活や健康上の問題を査定・評価すること。 
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① 総務部(職員課) 

＜現状と課題＞ 

ア 職員本人に不調の自覚がない段階では、自身の健康に関する意識が低くなりがちであるた

め、普段から健診結果を十分に活用することや、セルフケアについて考える意識づけが必要

である。 

 

イ 各所属の中には復職間もない職員や、傷病を治療しながら働く職員も含まれている。誰も

が働きやすさを感じられるためには、丁寧な復職支援や周囲の理解、本人からの適切な情報

発信、それができる職場の風土づくりが必要である。 

 

ウ 長期病休者とりわけ、メンタルヘルス不調の復職には時間もかかり、本人にとっても、周囲

の職員にとっても負担は大きい。不調の兆しを見逃さず、未然に防ぐ取り組みが必要である。 

 

＜課題解決に向けて＞ 

ア 健康の保持増進に向けて、健診結果の活用や相談の利用、また、早めの休息や余暇活動など

のセルフケアに視点が向けられるような事業展開を検討する。加えて、ワークライフバラン

スにつながる働き方ができるよう、健康教育や情報提供を行っていく。 

 

イ 配慮を要する職員がいる所属や所属長に対して、管理職の研修や、保健師が行う情報提供

などを通じて相談できる場があることを積極的に周知する。 

 

  ウ 長期病休者への復職支援について、「心の健康問題により休業した職員の職場復帰支援の手

引き」を活用し、産業医との連携を図りながら、不調を繰り返さず確実に復職できるように支

援する仕組みづくりを行う。 

 

 

令和６年３月改訂 
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② 福祉部（高齢者支援課、介護保険課） 

＜現状と課題＞ 

ア 昨今の急激な高齢化の進展に伴い、認知症高齢者及び要支援・要介護認定者数は年々

増加しているが、本市は要支援認定者（要支援１・２）の割合が全国・県平均や同規模自

治体と比べて高い状況であり、介護予防の普及啓発が必要である。 

 

イ 少子高齢化による高齢者人口の増加は、令和２２年（２０４０年）頃まで続くと見込

まれており、高齢者を支える世代の減少が今後さらに深刻化することが予測されている。

また、高齢化とともに認知症高齢者も増加し、認知症施策の推進が市の大きな課題とな

っている。 

ウ 単身高齢者・高齢者のみ世帯の増加、介護による働き方の変化、様々な社会情勢等、家

庭環境を取り巻く諸事情により、地域から孤立したり問題を抱え込んだりする等、相談

内容が複雑深刻化してきている。 

エ 市が委託している地域包括支援センターでは、高齢者の様々な相談に対応するととも

に、医療・介護・福祉分野の他職種・他機関や住民組織等と情報共有を図りながら、多角

的に高齢者と家族を支える体制づくりに取り組んでいる。（高齢者支援課） 

 

オ 要支援認定者（要支援１・２）の割合が全国・県平均や同規模自治体と比べて高い現

状である。各種データに基づき地域特性などの分析を行うとともに、要介護認定の適正

化に引き続き努めていく必要がある。また、介護保険制度の適正利用を推進するため、

地域包括支援センターや医療機関等とも連携を図っていく必要がある。（介護保険課） 

カ 介護保険制度の適正利用を推進するとともに、高齢者自身が自立した状態で長く生活

していけるよう、介護予防と重度化防止の取組を推進していくことが必要である。 

 

＜課題解決に向けて＞ 

ア 高齢者自ら介護予防に取り組めるよう、必要性と実践方法の普及啓発を強化する。特

に介護保険軽度認定者（総合事業の事業対象者を含む）の重度化防止については、個別

事例の検討を行う『地域ケア個別会議』等を通して、両課の協力・協働の下実態の把握

と高齢者の自立した生活の推進に取り組む。（高齢者支援課、介護保険課） 

 

イ 地域の中で、要介護高齢者や認知症高齢者をみまもり支える仕組みづくりを進めると

ともに、支える側・支えられる側の区別なく誰もが役割を担えるような活動の場を創出

していく。（高齢者支援課） 

ウ 地域包括支援センターの機能が十分発揮されるよう職員への後方支援を行い、相談内

容によっては協働で対応する等、その職員の人材育成と関係性強化に努める。（高齢者支

援課） 

令和６年３月改訂 
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③ こども未来部（こども支援課、こども福祉課、保育幼稚園課） 

＜現状と課題＞ 

ア 児童福祉の対象は 0～18 歳で成長過程にあり、ライフステージに応じた支援と保護者

への支援が重要である。特に学齢期・思春期の子どもと保護者の相談支援においては、

学校など教育機関との連携や協働できる支援体制の構築がより必要とされている。併せ

て、支援する側にも幅広い知識や技術が必要である。（こども支援課こども相談センター、

こども福祉課） 

イ 在宅で医療的ケアを必要とする児童が増加しており、保健師の専門的知見から対象児

の身体状況や家族背景、保護者の養育状況等を的確に把握し、関係機関とともに必要な

支援体制を整えていくことが求められている。（こども福祉課、保育幼稚園課） 

ウ 家族形態の変化等社会的背景から複雑多様な問題を抱えるハイリスク事例が増加して

おり、虐待等の緊急対応を優先せざるを得ない状況にある。そのため、日々の業務にお

いて市民への啓発活動などの予防的な取り組みが必要である。（こども支援課こども相談

センター） 

エ 児童虐待の対応においては関係機関との連携・協働が不可欠であるが、部署によって

虐待の捉え方や対応の仕方等に差があるため、研修会等を開催し対応の標準化を図るこ

とが必要である。（こども支援課こども相談センター） 

オ 認可保育園（公立・私立）や地域型保育事業所においては、感染症等の健康危機発生

時に園での対処方法等について相談・助言を行っている。また、公立保育園においては、

安全衛生、園児の健康管理、医療的ケアや障害・疾病のある児童への対応相談・助言、

園巡回、保健指導を行っている。加えて、保育園に勤務している看護職のネットワーク

構築・情報共有のため、定期的に交流会を開催している。公立保育園在籍の看護職は１

９園中３園であり、保育園における保健活動を推進するために看護職及び各園長の協力

を得て実態把握や必要な情報の発信を行っている。（保育幼稚園課） 

 

＜課題解決に向けて＞ 

ア 医療の専門職としての視点を持ち、個別支援・施設支援を行う中で、関係機関と連携・

協働し、ネットワークを深めていく。また、ネットワークを通じて地域の課題を把握し、

解決に向け関係機関と協議・協働していく。 

イ 医療的ケア児支援においては、子どもの発達や生活支援を大前提に、家族が子どもへ

の理解を深め、家族全体が無理のないペースで在宅生活を長く続けられるように、関係

機関と連携を図りながら支援体制を推進していく。（こども福祉課、保育幼稚園課） 

ウ 児童虐待を未然に防ぐ地域づくりを進めていくために、関係機関と連携し、官民を超

え様々な機会を通じた予防的活動を継続していく。  

エ 保育園における保健活動の推進・地域との連携・保護者支援を行っていくために、引

き続き保育現場の実態把握や情報発信、各保育園や関係機関との連携を深めていく。（保

育幼稚園課） 

令和６年３月改訂 




